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参考資料の配付について 

 

このことについて，下記資料を参考配付いたします。 

 

記 

 

損害賠償請求訴訟について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（病院局管理部庶務課 43-2000） 

  



 

    損害賠償請求訴訟について 

 

 

 １ 原告 

  Ａ 亀田郡七飯町に在住の男性 

  Ｂ 亀田郡七飯町に在住の女性 

  Ｃ 函館市内在住の男性 

  

 ２ 被告 

   函館市 

 

 ３ 訴状の提訴日等 

 （１）訴状提出日      令和６年（２０２４年）７月１日 

  （２）函館地方裁判所訴状受付日 令和６年（２０２４年）７月２日 

  （３）裁判所訴状送達日     令和６年（２０２４年）７月２５日 

 （４）函館市訴状受付日     令和６年（２０２４年）７月２６日 

 

 ４ 請求の内容 

 市立函館病院において大腸癌に対する手術を受けた患者がその後死亡し

た事案について，亡くなった患者の遺族が同病院を設置する函館市に対し，

遺族それぞれに金１６６７万３４２３円およびこれに対する令和４年１０

月１日から支払い済みまで年３分の割合による金員の支払を求めて訴訟を

提起した。 

 

 ５ 第１回口頭弁論期日 

   令和６年（２０２４年）９月１８日（水）午前１０時００分 

   （函館地方裁判所） 

 

 ６ その他 

 （１）本訴訟に対し，市は応訴する。 

 （２）市は，下記の弁護士を訴訟代理人に選任した。 

    東京都港区虎ノ門３丁目７番１０号 ランディック虎ノ門ビル４階 

    西内 岳 法律事務所 

    西内 岳 ほか１名 


